
  
 

一

 
 

 

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
十
九
条
第
七
項
中
「
五
年
以
内
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

       



  
              



  
 

三

 
 

 
 
 

理 

由 

 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
の
復
興
の
状
況
に
鑑
み
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
過
大
な
債
務

を
負
っ
て
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、
被
災
地
域
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
再
生
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
再
生
を
支

援
す
る
た
め
、
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
が
支
援
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
延
長
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


